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田 米比較に よ る考察 - 

0 塚本方略 ( 東工大フロンティア 創造共同研究センタⅡ 

1. はじめに 

今日、 米国では大学において 様々な形態での 産学連携 力漣屈 し、 新産業の芽となる 技術の創出およびその 移転 

が 活発に行われ、 好調な米国経済を 支える 一 要因となっていると 言われている。 実際大学で使用されている 研究 

資金に対する 民間企業からの 資金の比率は 日本では 2.3% ( 大学の総研究費 :30,131 億円、 うち企業からの 資金     

7 ㏄億円 (1996 年度 )) であ るのに対し、 米国では 5.8%( 大学の総研究費 :3,436 百万 ド肱う ち企業からの 資金     

1,710 百万 ト ・ ル ) と 大きな差異があ り、 資金面から見ても 産学連携の進展の 度合 いの 違いが見受けられる。 また、 

技術移転の面でも AU Ⅷ㎝ ssociationofUniversityTechnoloWManagers Inc.) の調査によれば、 米国におい 

ては大学のライセンスに 基づくロイヤリティ 収入は 556 億円 (1995 年度 ) 、 大学の技術を 活用したスピンオフ 企 

業は 1881 社 (1980 ～ 1996 年度 ), 大学からの技術移転による 経済効果は年べ ー スで ム T 兆円、 雇用効果は 21 万 

人 と試算されているのに 対して、 日本では国立大学関連の 国有特許のライセンスに 基づくロイヤリティ 収入は 

0 ・㎝億円、 その他の事項についてもスピンオフ 企業として目立ったものはなく、 経済効果、 雇用効果等も 把握さ 

れていないという 状況にあ る。 本稿では、 大学からの産業創造が 活発に行われている 米国の研究大学と 日本の研 

究 大学の産学連携システムの 比較検討をするとともに 産学連携進展のメカニズムの 分析を行い、 今後の日本の 大 

学における新産業創造による 社会貢献を進めていくための 体制整備の方策等について 考察することとしたい。 

2. 主要研究大学の 概要 

今回の研究では、 米国の大学として MIT, スタンフォード 大学、 カリフォルニア 大学バークレ 一校 (UCB) 、 

日本の大学として 東京工業大学 ( 東工大 ) をとりあ げた。 表一 1 に米国の 3 大学および 東 工大の概要を 示す。 こ 

のうち MIT は、 通常の大学機能の 他に連邦政府、 主として国防省からの 受託研究を大規模に 実施しているリンカ 

一ン 研究所を運営しているし、 スタンフォード 大学は加速器関連の 国の研究所であ る SLAC (Stanf0rd Linear 

Accelerator Center) の運営を行なっている。 大学の持つ機能、 学部構成等の 違いにより、 日米の大学を 単純に 

比較することはできないが、 米国の 3 大学は東工大に 比べ、 職員数では 4. 1 ～ 5.5 倍、 教育・研究活動のボリュ 

一々 を 表す支出総額では 3. 1 ～ 4.6 倍とがかなり 大きな開きがあ る状況が窺える。 これは、 米国の大学において 

は外部から獲得した 研究資金で研究者等がかなり 自由に雇 う ことができ、 研究資金さえ 確保できれは 研究活動の 

拡大が容易であ るのに対し、 東工大の場合には 研究活動の主体が 教官と学生で ポスドク 等の研究者の 活用が十分 

ではなく、 研究活動の拡大にも 制約があ ることも一因となっていると 考えられる。 

3. 産学連携、 ンステムの現状 

産学連携を支える 大学内の機能としては、 企業に対する 窓口であ り民間のニーズを 把握するためのリエゾン 組 

織 、 共同研究・委託研究の 契約手続きを 行う研究契約事務組織、 および 旺 究の成果であ る発明の権 利化・普及の 

ための技術移 車遜且織 が重要であ るが、 米国の 3 大学および 東 工大のこれらの 機能の整備状況を 表 一 2 に示す。 リ 

エゾン組織については、 米国の 3 大学にはいずれも 会員制の組織が 存在しており、 会員に対し Q 激 教授や研究スタ 

ッフ との個別会合のセッティンバ、 ②教授や研究スタッフによる 企業での講演会・ 討論会の開催、 ③シンポジウ 

ム・セミナ一の 開催、 ④出版物の配布等のサービスがなされ、 そうした活動に 必要な経費は 会費収入によりまか 

なわれる方式がとられている。 特に M Ⅱにおいてはリエゾン 組織のみで 50 名の職員を配置しており、 現在のと 

ころ 1 名しか専任教官 力酒己冒 されていない 東工大とは組織の 整備度合いが 大きく異なっている。 研究契約事務 組 
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表 一 1 主要研究大学 0 

M@ I@ T @@j フ オート・ ; 尺珪尹 

設立形態 ( 設立年 ) 私立 (l86l 年 ) 私立 (l89I 年 ) 

学生数 9,947 人 (l.0) @ ， 8 Ⅱ犬ひ． 4) 

職員数 9,875 人 (5.5) 7,242 人 (4. り 

( 内訳 ) ( 内訳 ) 

キャ 洲 。 ス分 7,850  キャン げス分 5,85l 

リントン 研分 2,025  SLAC  分 l,336 

( うち教授 数 ) 896 人 (l.4) l,488 人 (2.3) 

( うち ノー イル 賞 学者 ) l2 人 l2 人 

  支出 l,359.8 百万ドル l,365.6 百万ドル 

(4.6 (4.6) 

注 1) 支出のデータ は 次のとおり : M I T (l99 Ⅳ 97 年度 ) 、 スタン 

バークレ一校 (1995/96  年度 )  、 東工大 (l996  年度 ) 

注 2@  ( ) 内は、 東工大をⅠとした 時の指標 

概要   
刑刀忙 7 人・ ハ，り卜 ( 参考 ) 東工大 

州立 (l868 年 ) 国立 (l88l 年 ) 

29,795@ A@ (3.0) 9,8 Ⅱ 人 ( り 

8,32l 人 (4.7) l,787 人 (1) 

l,428 人 (2.2) 655 人 (1) 

7 人 0 人 

925.0 百万ドル 295.7 百万ドル 

(3.1) (355.0 億円 )( り 

，オード 大 Ⅱ 996/97 年度 ) 、 カリフォルニア 大 

注 3) 円 ・ドルレートは 120 円 / ドルを用いた。 

表一 2 主要研究大学の 産学連携システム 

m 台 目 M@ I@ T スタンフオード 大学 刑フ 刑に ァ 大学Ⅳ - ル - 校 

Industr3@   Liai   on@Program Industri   l、ffili   tes‾rogram IndustF8   Li   ion‾rogram 

全学を対象に 設置 研究分野毎に 合計 50 組織 学部等毎に設置 

リエゾン 総勢 50 名付 7 ィサ -l3 名 )  企業別に担当教授を 割振り 工学部の工 P が最大 

組織 会員 200 社 会員合計 594 社 会員 350 社 ( 工学部 ) 

会費 5 万 ド Ⅳ 年 ( 外国企業 )  会費 0 ・ 5-2 万 ド Ⅳ 年 会費 0 ． 5-3 万 ド Ⅳ 年 (T, 学部 ) 

収入 8 百万ドル 収入 5.9 百万ドル 

研究契約 O 苗 ceofSponsor 田 Pr0gram  Sp0nsoredPr の㏄ to 伍 ce  Spons0r ㎝ Prdecto 伍 ce 

事務組織 職員数 @ 名 職員数 17 名 職員数 n2 名 

Technology@Licensing@office Office｛fゝechnologyゝransfer Office｛fゝechnologyゝransfer 

職員 26 名 職員 25 名 職員 l3 名 

年間収入 21 百万ドル 年間収入 52 百万ドル 年間収入 l.7 百万ドル 

技術移転 特許出願年間 120 件 特許出願年間 l95 件 特許出願年間 24 件 

組織 ライセンス年間 75 件 ライセンス 年 @@5gf 牛 ぅ化漱 年間 l8 件 

輩出 イけャ -13 Ⅸ 10 年累計 )  輩出 イ冴ャ - 年間田 輩出 イ乃ャ -@5(l5 年累計 ) 

法律家中心の 事務所から 改 外部委託 ( リサ H コーがレーショ 冷 旭フ Ⅱに ァ 大学の全体の 事務 

組 (1986 年 ) から切り替え (1970 年 ) 所から独立 (l990 年 ) 

注 ) 輩出 イ冴ャ - とは大学等から 特許等のライセンスを 受けて設立された 企業をいう 

( 参考 ) 東工大 

フロンティア 創造共同研究 

センター 

全学を対象に 設置 

専任教官 1 名 

( 組織整備を検討中 ) 

研究協力課 

職員数Ⅱ各 

研究協力課 

職員 l 各 

年間収入なし 

特許出願件数年間 7 件 

ライセンス年間 0 件 

輩出 イ肝ャ -0 

国有特許のみを 取り扱い 

( 別途 几 0 整備を検討中 ) 
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織は ついては、 米国の 3 大学では 刀名 程度、 東工大では 11 名の職員 力酒己賢 されている。 f 野桁 移車遜且織は ついて 

は、 米国の 3 大学では 13-26 名の職員を配置し、 1.7 ～ 52 百万ドルのロイヤリティー 収入が得られ、 多くの イけャ - 

企業も輩出している。 基本的な仕組みとして①大学研究者から 発明の開示を 受け、 その内容を判断して 特許化す 

る 、 Q 精精許を希望企業等にライセンス し 、 ロイヤリティーを 徴収する、 ③ロイヤリティーから 経費を控除した 後、 

発明者、 学部、 大学に 1/3 づつ 配分するという 業務を実施している。 米国では研究者の 発明は大学に 帰属する 

ようになっており、 このように大学として 組織的な対応がなされているが、 東工大の場合は 他の国立大学同様、 

大学では国に 帰属するとされた 発明 ( 全発明の 1 割程度 ) の特許のみが 取り扱われロイヤリティーが 入ってきて 

い る状況にはな い ( 担当職員 1 名 ) 。 なお、 大学内の研究者に 帰属するとされた 発明 ( 全発明の 9 割程度 ) の特 

許は研究者個人の 所有もしくは 関係企業に譲渡され、 大学として何らかのケアーがされている 状況にはない。 

4, 研究者の義務・ 制約・インセンティブ 徒字連携関連 ) 

4 一 1, 研究費獲得面の 義務 

米国の 3 大学の研究費に 対する基本的考え 方は、 教授の人件費の 一部は大学の 経常経費でまかなうものの、 助 

手 その他の人件費 ( 教授本人の人件費の 一部を含む ) 、 人件費以覚の 直接費および 間接費は通常外部資金でまかな 

うこととなっている。 一方、 東工大においては 教授、 助手等の人件費は 基本的に国家資金によりまかなわれてい 

る他 、 一定の教育・ 研究のための 経費も配分されることとなっている。 すな む ち、 米国の 3 大学においては、 教 

授が外部資金が 獲得できないとなると、 自分の給与の 一部は勿論のこと 研究を支える 研究者、 大学院生、 技官、 

秘書等に対する 給与支払いも 出来なくなり、 事実上研究が 遂行できないこととなる。 従って、 米国の大学の 教授 

は 外部の研究費を 獲得するために 半年間は研究のプロポー ザル を書いているとも 言われる程であ るが、 善し悪し 

は 別にすれば、 こうした一種の 義務が外部資金の 獲得、 民間資金の導入にっながり、 結果として産学連携を 活発 

化している側面もあ ると考えられる。 

4 一 2. 技術移転活動面のインセンティブ 

米国の 3 大学では研究者の 発明は大学に 帰属することとなっているが、 発明情報を技術移 車臨咀織 に開示し技術 

移転することについての 研究者のインセンティブとしては、 ①ロイヤリティーが 分配されること、 ②技術移転を 

通じて新しいスポンサーリサーチの 要請がくることがあ ること、 Q 淘朋 完成果を基礎にもし 自分自身で会社をたち 

あ げるときに棲で ッ クアップが潮待できること 等であ る。 研究者自身の 学内評価基準は 純粋にアカデミックな 世 

界 で行われており、 特許の出願数などは 評価の対象とはならないし、 発明者は技術移転組織に 情報を開示するこ 

とを義務付けられているもののそれを 破ると ぺ ナルティがあ るわけではない。 基本的には技術移 車遜且識 が役に立 

つから研究者 力淋 Ⅱ 用 するという図式となっていると 考えられる。 一方、 東工大の場合は、 研究者の評価は 基本的 

に 学術論文により 行われるうえ、 技術移転活動を 支える十分な 組織が整備されておらず、 技術移転活動面のイン 

センティブは 米国の 3 大学に比べ事実上無いに 等しい状況となっている。 

5. 産業創造に及ぼすインパクト 

MIT の MITfactl997 によれば、 MIT からの発明は 毎年 200 億 ト ・ ル 以上の売り上げおよび 15 万人以上の雇用を 生 

みだしているとしている。 また、 Bank  of  Boston  が 1997 年に出した報告 (  MIT  The  Impact  of  Innovation)  に 

よると、 MIT の卒業生や教官、 スタッフが設立した 企業は、 4000 社以上にものぼり、 その雇用は 110 万人、 売り 

上げは 2320 億ドルにも及んでいるとしている。 大学の産業面での 社会へのインパクトという 観点からすると 極 

めて大きな役割を 果たしているように 思われる。 スタンフォード 大学およびカリフォルニア 大学バークレ 一校に 

ついては、 その種のレポートがないのでなんとも 評価はできないが、 TLO の収入の増加状況、 ベンチャ一企業の 

輩出状況等を 勘案すると類似の 社会的インパクトを 与えている可能性があ ろう。 東工大については、 これまで組 

織的な調査が 行われていないのでその 詳細は分からないが、 TDK のフェライト、 磁気テープ、 ソニ一の磁気 テ 
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一プ の 生野桁は東工大で 生まれた技術であ り、 時計に幅広く 用いられている ク ウォーツ、 ビタミン B2, 光通信技 

術の一部等は 東工大で生まれ 大きな産業として 発展しているものであ るなど東工大の 技術が産業創造に 寄与した 

側 が見受けられる。 ただし、 近年の状況としては 大学の技術を 核に多くのべンチャ 一企業が生まれたり、 大学 発 

の 技術により企業が 発展している 事例が多く見受けられる 状況にはない。 

6. 産学連携進展のメカニズム 

6 一 1. 産学連携進展モデル 

以上、 米国の 3 大学およ ぴ東 工大の概況、 産学連携システム、 研究者の義務・ 制約・インセンティ プ とともに 

産業創造に及ぼすインパクトについて 見てきたが、 米国の 3 大学においては 東工大に比べ 予想以上に大学の 技術 

が社会に出され 新産業の形成に 大きく寄与してる 様に見受けられた。 このような現象はどの 様な要因により 生じ 

ているのであ ろうか。 筆者としては、 米国の大学における 産学連携進展には 進むべくして 進むという一種のメカ 

ニズムがあ るよ う に推測しているが、 それを大学における 産学連携進展のモデルとして 以下に提示したり。 具体 

的には、 F を産学連携活動度、 Q を価値発現係数、 P を産学連携基礎ポテンシャルと 定義した場合、 次の関係が 

成り立つというものであ る。 

F=F@ (Q ， P) L   =Q@ (v ， w) 、 P=P@ (x ， y)] 

ここで各々の 関数、 説明変数の意味するところは 以下の通りであ る。 

F : 産学連携活動度。 具体的な指標としては、 大学の研究成果のライセンス 数、 民間との共同研究の 件数等が考 

えられる。 

Q: 価値発現係数。 大学が産学連携を 進め得る基礎的ポテンシャルを 有している場合に、 それが具体的な 産学 連 

携 は 結びっく程度を 示す係数。 後述する v, w の関数。 

p : 産学連携基礎ポテンシャル。 大学が産学連携を 進めるうえで 必要なポテンシャル。 後述する X, y の関数。 

      産学連携関連組織の 整備度。 l 」 エ ゾン組織、 研究契約組織、 技術移 車蒜且 織の整備の程度であ り、 具体的な変 

数 としてスタッフ 数等が考えられる。 F として何を指標にするのかにより 異なる。 例えば、 F としてライセ 

ンス数を指標として 用いる場合、 技術移 車酪且織の スタッフ数等が 適当な変数となろう。 

w: 研究者に対するインセンティ プ度 。 義務、 制約等も含めたもの。 具体的な変数として 何をとるかは 難しいが、 

極端なケースではあ り、 なしも一つの 変数と考えられよう。 

X : 研究開発に関する Intangible asset 。 研究開発費等が 適当な変数となろ う 。 

y : 研究開発に関する Tangible asset 。 研究開発を支える 研究スタッフ 等が適当な変数となろう。 

なお、 上記モデルは、 産学連携活動の 前提として、 まず大学としての 研究開発活動が 必要であ り研究開発活動の 

規模自体が産学連携活動の 基本となるが、 そうした研究開発活動の 成果が民間企業にライセンスされたり、 民間 

企業との共同研究に 結びつく過程には 大学としての 組織的活動、 さらには研究活動を 支える研究者に 対するイン 

センティブ 度 ( 含む義務、 制約 ) がそうしたものの 促進要因、 場合によっては 抑制要因として 働くということを 

示したものであ る。 

6 一 2. 産学連携進展モデルの 検証 

上記の産学連携進展モデルを 実証する観点から 使用でき実際のデータは 少ないが、 あ る程度のデータが 得られ 

る 米国の大学のケースを 対象に F としてライセンス 数を採った場合を 検証してみたい。 まず Q については、 v 、 

w がⅠ変数となっているが、 米国の大学の 場合、 技術移転に関する 研究者のインセンティブの 与え方は大学毎にほ 

とんど異なっていないため、 w を定数として 取り扱うこととし、 v のみの関数と 想定する。 従って Q 二 Q  (v) 

となる。 v として具体的には 技術移 車蒜且織の スタッフ数を 用いる。 P については、 X 、 y がⅠ変数となっているが、 

米国の大学の 場合、 4. で述べた様に 研究開発費の 太宗を占める 外部からの研究資金により 大学の研究スタッフ 
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の 多くが雇用されているため 外部からの研究資金と 研究スタッフにはリニアな 相関があ ると仮定し 、 X のみの関 

数と想定する。 従って P Ⅰ P (x) となる。 X として具体的には 研究開発費の 太宗を占める 外部からの研究資金 

額 を用いろ。 この場合、 F=F  (Q, P) であ るが、 具体的には コブ ダグラス型の 関数として F 二 a*v"*x" 

と設定しモデルの 検証を試みることとする。 (a は定数 ) ライセンス数、 外部からの研究資金額、 f 対価移転組織の 

スタッフ数については、 米国の大学等の 技術移転機関からなる 組織であ る AUm  ㎝ ssociati0n 0f University 

TechnoloW  Managers)  のⅡ censing  Survey  g1-95  の統計を使用する。 同統計では、 145  の米国の大学について、 

1991 ～ 1995 年の各年における 外部からの研究資金、 1992 ～ 1995 年の各年における 各大学のライセンス 件数、 全 

技術移転担当者数 ( 技術移転専門担当者と 特許ライセンス 専門担当者の FTE 換算 ) が得られるので、 それぞれに 

ついて統計がカバーする 期間の平均値を 用いることとする。 勿論、 ライセンスに 至るプロセスを 考えれば、 研究 

開発が行われ、 その結果発明が 生じ、 何年か経ってライセンスが 行われることを 考えると、 研究資金、 ライセン 

ス数、 全土丸桁移転担当者数として 同時期のものを 使用することの 妥当性についての 議論があ る可能性はあ るが、 

研究開発資金については 大学毎にドラスティックに 変化はしていないこと、 入手できるデータに 制約があ ること 

から同時期におけるこれらのデータを 用いることとする。 

分析にあ たっては、 F=a*v"*xp の対数をとり logF 亡 lnga+a logv+p logx とし， 重 回帰分析を 

行なった結果を 以下に示す。 

log  F  Ⅰ 0.571og  v  +  0.51log  x  一色 35 

(6. 69),  (6. 61). 

*1% 有意 

自由度修正済の 決定係数 二 0   70 5 

以上から言えることは 以下の諸点であ る。 

①自由度修正済の 決定係数が 0 ． 705 で、 かなりの説明 力 を有したモデルであ る。 

② v と X には代替性があ る。 

なお、 今回のケースについては、 米国では産業界に 大学のシーズを 積極的に活用しょうという 土壌があ り、 大 

学 側の研究開発活動の 拡大や技術移転体制の 整備が進めば 技術移転が増大するという 理想的なケースであ ったこ 

とからモデルへの 適合がⅠ確認できたが、 今後文化的背景や 社会的条件が 異なる日本やその 他の国々においてもこ 

うしたモデルが 適応できるかどうか、 更には米国でも 産学連携活動度として 他の指標を用いた 場合にはモデル ヘ 

の 適合が確認できるか 等についても 検討を進め、 モデルの有効性、 適用範囲等についてさらに 検討を進めていく 

必要があ ろう。 

6 一 3. 事例研究 

( 楽器メーカー A 社の事例 ) 

A 社は、 スタンフォード 大学が開発し、 同大学の OTL が時言 刊ヒ した FM 音源技術 ( 周波数を変調させること 

により音色を 合成する技術 ) に関するライセンスを 1975 年に受け、 シンセサイザ 一の大ヒット 商品を生み出し、 

その売り上げは 累積で数千億円に 及んでいるほか、 同技術を採用したパソコン 用の音源チップもパソコンによる 

音楽再生の実質的な 世界標準となり、 これも数千億円の 累積売り上げとなっている。 この結果、 A 社はスタンフ 

オード大学に 23 百万 ト ・ ルの ロイヤリティを 支払ったが、 大学側はその 大半を音響関係の 更なる研究に 投入し物理 

モデル音源技術 ( 実際の楽器の 発音の仕組みをコンピュータの 計算で再現する 技術 ) をあ らたに生み出し、 同技 

術は ついても 1989 年に A 社にライセンスがなされている。 さらに 1997 年からは A 社の保有する 特許とスタンフ 

ォード大学が 保有する特許を 共同でライセンスする 活動がなされ 既にライセンス 契約が成立するものもでてきて 

いる。 この事例は 、 質の高い研究開発活動が 発明を生み、 技術移転を実施する OTL という組織により 発明の権 利 

一 195 一 



化 およびライセンス 活動がなされ、 ロイヤリティ 収入があ らたな研究活動を 可能にし、 またそれが更なる 発明と 

その権 利化およびライセンスに つ たがるという 産学連携進展メカニズムの 連鎖が生じているという 興味深い事例 

であ り、 前述した産学連携進展モデルの 実証の一例とも 考えられる。 

( 総合電気会社 B 社の事例 ) 

B 社は 、 M ⅡのⅡ P, スタンフォード 大学の 6 つの MP, UCB の 3 つの 仇 P 参加している。 現在 Mn Ⅱ と エネ、 

ルギー材料関連 3 件，スタンフォード 大 と情報通信、 材料関連 8 件、 UCB と半導体素子、 材料、 情報関連 8 件 

の共同研究・ 委託研究を実施しているが、 リエゾン組織を 通じて紹介してもらった 研究者との共同研究も 含まれ 

ているとしている。 実際、 同社は米国の 3 大学のリエゾン 活動が企業側のニーズを 大学のシーズに 結びつけ、 共 

同研究につ ほ げ ろ ことに重点が 置かれていると 感じている。 また、 共同研究・委託研究については、 かっては 基 
礎 、 プレコンペティティブの 段階の研究であ り、 研究員の教育の 面での寄与は 大きかったが、 最近は共同研究・ 

委託研究のテーマが 応用にシフトしつつあ るとしている。 ただし、 現在のところ 共同研究・委託研究等の 成果に 

関連してライセンスを 受ける状況に 至っているものはない。 以上が B 社の産学連携の 事例であ るが、 このケース 

では大学のリエゾン 組織の活動への 参加が大学と 企業の様々な 面での協力につながっているようであ り、 リエゾ 

ン組織を通じた 研究者の紹介が 一部ではあ るが共同研究に 結実した事例もでてきている。 米国の主要大学の 技術 

移転機関でライセンスされるケースの 半数以上がスポンサーリサーチから 生み出されたものであ ることを勘案す 

れば、 B 社のケースにおいても 共同研究が更に 発展し、 特許取得、 ライセンスに 結びっく発展も 予想される。 こ 

の ケースも前述した 産学連携進展モデルがイメージしている 産学連携活動の 進 ィヒ のステップの 実例となるもので 

あ る。 

7. 考察 

これまで米国の 3 大学と東工大における 産学連携システム、 産学連携進展のメカニズム 等を見てきたが、 それ 

からいえることは、 米国の 3 大学ではリエゾン 組織、 TLO, 研究契約事務組織等の 組織面の整備、 教官の義務・ 

インセンティブ 等が有機的に 機能し全体として 産学連携を支えており、 それにより産学の 共同研究や学から 産へ 

の技術移転などが 進展しているのに 対し、 東工大においては 研究契約事務組織は 整備されているものの、 リエ ゾ 

ン 組織、 TL(W は整備が進んでおらず、 また産学連携に 効果的な義務，インセンティブシステム 等も十分ではない。 

このため東工大だけでなく 産学連携を推進しようとしている 日本の大学においては、 リエゾン 糸睦 哉の整備によ 

る 産学共同研究の 拡大、 TLO の整備による 技術移転活動の 促進をおこほうとともに 教官の評価に 特許関連事項を 

加える等一定のインセンティブの 導入を図るなどト 一 タル として産学連携が 進むようなメカニズムを 導入するこ 

とが求められよう。 なお本稿のとりまとめにあ たっては、 東工大渡辺 千佛 教授、 勝木 雅 和助手、 富士通総研西尾 

好 同氏に多大な 助言・助力をいただいたことを 紙面を借りて 感謝申し上げた い 。 
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